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最高裁人任第959号

令和2年6月24日I

殿内閣総理大臣安倍晋
一
一
一

最高裁判所長官大谷直 ノ

’
高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

1

鍔 卜1
J－ 季厚

田悦
みつ
一

一

一

率
今
口(千葉地方裁判所判事） 判事

(発令希望日 令和2年7月20日以降）

〆

蕊



高等裁判所長官任命資格調 (令和2年7月20日以降）

補職さるべき庁 現 職 氏 名

Q ●

年齢 任命資格 根拠法規

札幌高長官 千葉地判事 合田悦三 63 半|｣事補在職通算
10年以上の者

裁判所法第42
条第1項第1号

や■

■
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〃 本
籍

現
住
所

年 出
生
地
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五
四

五
五

五
七

」
、
、

一
ノ
“ 五
九

一
ハ
ー
ー 号

月

○

ﾉノ〃〃
一

○ 三四四四胆四

二
五
一
同
大
学
同
学
部
卒
業

〃〃 一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

■
■
一

八
｜
｜
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

一

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
ｒ

札
幌
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

札
幌
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

事

氏
名

出
生
の

年
月
日

出
生
の

年
月
日

旧
氏
名

項
ーや
L

ー

フ
合昭

和
三
十
一
年
八
月
二
日

田だ内 最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

日
取
一
局

内最
高
裁
判
所

〃〃

庁

裁
判
所 悦f閣閣

み
つ
一
一
一名

一一
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ｊ

ｏ

４

白

日

９

口

■

日

り

０
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■

■

4

2丁

ﾉノ

四

″

一
一

ﾉノ 平
成

元

昭
和
六
二

年

号

四 四

ﾉノ

四 四 月

一
一
一 一・

ﾉノ

一

一

三 日

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

補
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

グ

仙
台
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

″
．

兼
ね
て
仙
台
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

仙
台
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

を
行
う
こ
と
を
命
ず
る

ﾉノ

特
別
研
究
（
民
間
企
業
長
期
．
ｉ
ス
）
研
修
員
と
し
て
研
修

友
化
学
工
業
株
式
会
社
に
お
い
て
平
成
元
年
度
裁
判
官
国
内

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三
十
一

日

ま
で
住

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
免
ず
る

〃

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

ﾉノ

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
命
ず
る

事

項

－

庁
名

裁 判 所
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年
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四
月

一
ハ 四 四

一
一

五

〃
一

一
一
一

日

す
る

●

平
成
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

任
期
は
平
成
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

す
る
平
成
八
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

任
期
は
平
成
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

0

す
る
平
成
七
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

争
凸

仙
台
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
仙
台
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

仙
台
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

事
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裁
判
所
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閣
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名
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成
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年
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九
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ハ 九 四

〃

九 一 月
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八

一
一
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一
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九 一

一
一

八 一

五
日

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

ﾉノ

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

ﾉノ

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
務
省

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
二
課
長
を
免
じ

る

法
務
省

平
成
十
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
を
免
ず

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

。
●

最
高
裁
判
所

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

任
期
は
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一

日

ま
で
と
す
る

〃 ‘

す
る
平
成
十
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
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命
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期
は
平
成
九
年
十
二
月
三
十
一

日

ま
で
と
す
る
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▲ 日

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
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の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る●

６

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

0

■

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

お
よ
び
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

事
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一

七
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〃 ﾉノ ″
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一

五

ﾉノ ﾉノ 平
成
二
四

年
号

〃 〃

七 一 七 一

一

一

一

▲

■■■■■■■ 一

一

○

ﾉノ

四
月

〃 〃 一
一
一

八 一
一
八 七 一

一
一
一

ﾉノ 一

三
日

前
橋
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者

前
橋
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

前
橋
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
・
所

前
橋
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

『

『

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

内

閣

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

ｇ
毎
最
高
裁
判
所

｡

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

法
務
省

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

U

G

最
高
裁
判
所

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

①

〃

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

法
務
省

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

最
高
裁
判
所

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

b

法
務
省

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

最
高
裁
判
所

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

内
閣

事

項

－

庁
名

裁 判 所
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１
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月
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一 一

一
一

日
五
一
東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

○
一

一
一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

一
東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

千
葉
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

千
葉
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

千
葉
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

事

項

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

国
取
一
同

〃 〃〃
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今
回
軍
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判
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名
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